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１．はじめに
金融庁では、ルールへの形式的な対応にとど

まらない開示の充実に向けた企業の取組みを促
すため、「記述情報の開示に関する原則」を公
表するとともに、開示の好事例を浸透させるた
め、投資家・アナリスト・有識者（以下、「投
資家等」といいます）及び企業の方々による勉
強会を開催し、そこでの議論の内容を取りまと
めた「記述情報の開示の好事例集」（以下、
「好事例集」といいます）の公表を行っていま
す。

2026年３月27日に公表した好事例集では、
以下のテーマについて投資家等の期待する開示
のポイントや留意点等、参考になる開示例等を
取り上げています。
① 「有価証券報告書（以下、「有報」といい

ます）のサステナビリティに関する考え方
及び取組の開示例」

• 全般、気候、個別テーマ
• 人的資本、従業員の状況

② 「有報のコーポレート・ガバナンスの状況
等ほかの開示例」

• 事業等のリスク
• 経営者による財政状態、経営成績及び
キャッシュ・フローの状況の分析（MD&A）
• 重要な契約等
• コーポレート・ガバナンスの状況等のう
ち、コーポレート・ガバナンスの概要、監査
の状況及び株式の保有状況

２．好開示のポイント等
好事例集に掲載しているテーマは多岐にわた

るため、ここでは、サステナビリティ情報のう
ち、サステナビリティ開示全般に関する投資家
等の見解及び「人的資本、従業員の状況」に関
する投資家等の期待する開示のポイントや開示
例の一部をご紹介します。

①サステナビリティ情報に関する開示（全般）
まず、サステナビリティ開示における「マテ

リアリティ」の捉え方について注意が必要とい
う見解が示されています。これは、マテリアリ
ティ（重要課題）としてサステナビリティの項
目を列挙している事例がみられるものの、サス
テナビリティ項目を幅広く列挙することが、必
ずしもSSBJ基準や国際サステナビリティ基準
審議会（ISSB）基準が求める「重要性（materi
ality）」１に基づく開示とは一致しないという
ことです。SSBJ基準では、企業の財政状態や
経営成績、将来キャッシュ・フローに影響を与
える可能性のあるサステナビリティ関連のリス
ク及び機会のうち、重要性がある情報を開示す
ることが求められています。したがって、開示
にあたっては「どのサステナビリティ項目を
扱っているか」ではなく、「それが企業価値に
とってどのようなリスク・機会であり、どの程
度重要か」という観点が重要であるということ
です。

１ 重要性がある（material）情報の定義に関する参考資料
・適用基準第４項(7)、第48項
・SSBJハンドブック「識別したリスク及び機会に関する情報の重要性の判断」（2025年８月29日）
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次に、企業価値や将来キャッシュ・フローへの
影響を投資家が判断できるよう、企業価値に影響
のある重要な情報を開示することが望ましいとの
見解も示されています。

SSBJ基準において「重要性がある」とは、
「財務報告書の主要な利用者が行う意思決定に影
響を与えると合理的に見込み得ること」と定義さ
れています。このため、サステナビリティ開示に
おいては、投資家を主要な利用者として明確に認
識した上で、財務的影響の観点から重要な情報を
開示することが求められます。
一方、GRIやCSRDに見られるような二軸モデ

ル（社会への影響と企業への影響）に基づく情報
を追加的に開示すること自体は否定されるもので
はありません２。ただし、SSBJ基準では、これら
の他の基準については、同基準と矛盾しない範囲
で参照し、その適用可能性を考慮することができ
るとされている点に留意が必要です３。
また、SSBJ基準で要求されていない情報を併

せて開示する場合には、その情報によってサステ
ナビリティ関連財務開示が不明瞭にならないよう
配慮することが求められています４。この点につ
いては、投資家等からも、SSBJ基準に該当しな
い事項については、サステナビリティ関連財務開
示とは区別した開示欄で示すことが望ましいと
いった見解が示されています。

②サステナビリティ情報に関する開示（人的資本）
次に、人的資本の開示に関しては、投資家等か

ら「経営戦略と人材戦略の連動性を明確に示すこ
とが望ましい」、「人的資本の指標は、戦略と指

標及び目標の連動が重要」等の見解が示されてい
ます。
この点に関し、人材戦略等の参考となる開示例

として、㈱日立製作所の事例を紹介します。本事
例では、戦略において中期経営計画における経営
戦略を実現するために求められる人財及び組織を
記載したうえで、デジタル人財の確保など、必要
となる人事戦略について説明し、指標及び目標に
おいて当該戦略に関連する指標を開示しています
（図表１、図表２、図表３参照）。
さらに、投資家等からは「事業戦略ごとの必要

人材数やスキル構成を定量的に開示することが望
ましい」との見解も示されています。どの事業に
どれだけの人材が必要で、育成・採用計画がどの
ように収益予測に結びつくのかなど、企業の目的
意識が理解できるデータを開示することで、デー
タの意味が伝わり建設的な対話につながることが
期待されます。この点、㈱日立製作所の開示では、
戦略において記載されたデジタル人財の確保・育
成について必要とされる目標と実績が開示されて
いるなど、参考になる事例の１つであると考えら
れます。
なお、人的資本の開示にあたっては、内閣官

房・金融庁・経済産業省において本年３月23日に
「人的資本可視化指針（改訂版）」等の資料も公
表５しており、別紙「戦略に焦点をあてた人的資
本開示～投資家の期待に応えるための考え方の整
理～」においては、経営戦略と人材戦略の連動の
考え方などについて詳しく記載していますため、
こちらもご参照ください。
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２   有報において、SSBJ基準の要求事項に関連する事項を追加して記載することができるとされている
（開示府令第三号様式記載上の注意（１）a） 。

３  適用基準第55項参照。
４  追加的な情報に関する参考資料
・適用基準第63項
・SSBJハンドブック「追加的な情報」（2025年３月31日）

５  内閣官房・金融庁・経済産業省による以下の資料（2026年３月23日公表）参照。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/nipponseichosenryaku/hizaimu/index.html
・人的資本可視化指針（改訂版）
・戦略に焦点をあてた人的資本開示～投資家の期待に応えるための考え方の整理～（人的資本可視化指針
（改訂版）別紙）
・経営戦略と人材戦略の連動及びそれを踏まえた指標の開示事例（付録➀）

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/nipponseichosenryaku/hizaimu/index.html


【図表１】㈱日立製作所の事例①
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【図表２】㈱日立製作所の事例②



【図表３】㈱日立製作所の事例③

３．おわりに
本日は、好事例集に掲載されている好事例の一

部をご紹介しました。好事例集には、本日ご紹介
していない事例や企業の取組みを多数掲載してい
ます。また、金融庁のウェブサイトでは、好事例
集に加え、企業情報の開示の充実に向けた取組み
についてもご紹介しています。併せて、下記URL
又はQRコードからご参照ください。

・企業情報の開示に関する情報（記述情報の充
実）
URL：https://www.fsa.go.jp/policy/kaiji/kaiji.html
QRコード：
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https://www.fsa.go.jp/policy/kaiji/kaiji.html
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